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〇
告

示

大
分
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
大

分
県
告
示
第
七
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

第
二
条
中
「
法
別
表
第
一
の
下
欄
」
を
「
法
別
表
の
下
欄
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
法
定
事
務
及
び
準
法
定
事
務
処
理

者
を
定
め
る
命
令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
令
第
八
号
）
の
表
の
下
欄
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十

九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日

大

分

県

教

育

委

員

会

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
適
用
範
囲
）

第
二
条

こ
の
規
程
は
、
法
別
表
の
下
欄
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
法
定
事
務
及
び
準
法
定
事
務
処
理
者
を
定
め
る
命

令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
令
第
八
号
）
の
表
の
下
欄
及
び
番
号
利
用
等
条
例
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ

る
事
務
の
う
ち
、
教
育
委
員
会
が
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
と
な
る
事
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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大
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令
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月
二
十
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日

大
分
県
報
号
外
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告
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育
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告
示
）
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